
マグネットホスピタルとは、働きがいや医療機能の充実により、医療従事者と患者の両方にとって魅力ある病院のこと。

3月定例会では
4会派が大綱質疑、

1人が質疑を
行いました。

 Check!
令
和
5
年
度
一
般
会
計
予
算

4
7
1
億
5
0
0
万
円
は
前
年
度
対
比

9
億
6
8
0
0
万
円
、2
%
の
増
と
し
て
、主

要
な
財
政
指
標
で
は
経
常
収
支
比
率
で
2
・

9
ポ
イ
ン
ト
高
い
98
・
8
%
、実
質
公
債
費
比

率
は
0
・
2
ポ
イ
ン
ト
低
い
15
・
4
%
、財
政

調
整
基
金
残
高
に
あ
っ
て
は
目
標
の
約
4
倍

の
約
84
億
円
で
あ
る
。経
常
収
支
比
率
だ
け

が
悪
化
し
て
い
る
。90
%
以
上
は
財
政
構
造
が

硬
直
化
し
て
い
る
と
の
意
見
が
あ
る
。ど
の
よ

う
に
理
解
す
べ
き
か
説
明
を
求
め
る
。

こ
の
比
率
が
高
い
ほ
ど
財
政
の
硬
直
化

が
進
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、ふ

る
さ
と
三
条
応
援
寄
附
金
の
増
加
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
に
な
い
規
模
の
財
政
調
整
基
金
が

確
保
さ
れ
て
い
る
現
状
か
ら
、経
常
収
支
比

率
が
高
い
状
態
に
あ
っ
て
も
、従
来
の
意
見
を

も
っ
て
財
政
運
営
に
支
障
を
来
す
状
況
で
は

な
い
と
捉
え
て
い
る
。

Q

子
育
て
環
境
の
拡
充
に
つ
い
て
財
源

Q

地
域
医
療
に
お
け
る
安
全
、安
心
の

確
保
に
つ
い
て
。

地
域
に
住
む
方
々
の
安
全
と
安
心
を
確
保

す
る
た
め
に
は
、
県
央
基
幹
病
院
に
従
事

す
る
医
療
従
事
者
の
確
保
が
重
要
課
題
で
あ
る

と
い
う
危
機
感
の
下
、
同
病
院
が
医
師
に
と
っ

て
の
魅
力
的
な
マ
グ
ネ
ッ
ト
ホ
ス
ピ
タ
ル
と
な

る
よ
う
、
設
置
者
で
あ
る
県
に
対
し
て
要
望
し

て
い
る
。

Q理
由
は
。

個
人
情
報
保
護
法
の
改
正
に
伴
い
、

市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
外
部
提

供
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
災
害
対
策
基

本
法
に
基
づ
く
個
別
条
例
の
制
定
が
必
要

と
な
っ
た
。

日
本
共
産
党

議
員
団

自
由
ク
ラ
ブ

01

02

議
第
1
号
　
令
和
5
年
度
三
条
市
一

般
会
計
予
算

　
一
般
任
用
職
員
報
酬
に
つ
い
て
、
一
般
任
用

職
員
は
正
職
員
と
同
じ
公
務
員
と
し
て
専
門
的

恒
常
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
担
っ
て
い
る
が
、

1
年
ご
と
の
契
約
が
原
則
。
三
条
市
で
は
、

職
員
の
4
人
に
1
人
が
こ
う
し
た
働
き
方

で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
女
性
だ
。
市
が
率
先

し
不
安
定
雇
用
を
進
め
る
も
の
で
あ
り
反
対
。

議
第
3
号
　
令
和
5
年
度
三
条
市
後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

　

75
歳
の
年
齢
で
高
齢
者
を
別
枠
の
医
療
保

険
に
囲
い
、
負
担
増
と
差
別
医
療
を
押
し
付

け
る
制
度
だ
。
新
潟
県
の
保
険
料
は
剰
余
金

を
活
用
し
据
え
置
い
た
が
、
一
定
の
所
得
が

あ
る
人
は
、
令
和
4
年
10
月
か
ら
1
割
か
ら

2
割
へ
と
新
た
な
負
担
増
が
始
ま
り「
リ
ハ
ビ

リ
や
薬
を
減
ら
し
た
」
な
ど
の
声
が
寄
せ
ら

れ
て
い
て
事
態
は
深
刻
だ
。
一
方
、
収
入
源

の
年
金
は
下
が
り
続
け
る
上
、
異
常
な
物
価

高
騰
も
重
な
り
厳
し
い
経
済
負
担
と
な
っ
て

い
る
。
自
治
体
の
裁
量
が
働
く
余
地
は
な
い

が
、
国
に
よ
る
高
齢
者
い
じ
め
の
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
自
体
の
廃
止
を
求
め
る
立
場
か

ら
反
対
。

議
案
に
対
し
て
意
見
を
主
張
し
ま
す
。

TOU

RON

議
第
1
号
　
令
和
5
年
度
三
条
市
一

般
会
計
予
算

議
第
3
号
　
令
和
5
年
度
三
条
市
後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

議
第
9
号
　
令
和
4
年
度
三
条
市
一

般
会
計
補
正
予
算

議
第
18
号
　
三
条
市
議
会
議
員
の
議

員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第
19
号
　
三
条
市
特
別
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

施
政
方
針

学
校
教
育
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て

き
た
部
活
動
を
地
域
の
ク
ラ
ブ
活
動

に
移
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、生
徒
た
ち
に

と
っ
て
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
生
じ
な
い
の
か
。

指
導
者
が
平
日
と
異
な
る
こ
と
に
対
す
る

不
満
や
活
動
場
所
へ
の
移
動
に
か
か
る
負

担
な
ど
が
発
生
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、

保
護
者
の
皆
様
か
ら
も
し
っ
か
り
と
ご
理
解
い

た
だ
き
つ
つ
、
子
ど
も
た
ち
が
希
望
す
る
活
動

に
打
ち
込
め
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
生
徒

や
保
護
者
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
地
域
移
行
を

進
め
て
い
く
。

Q

八
木
ヶ
鼻
温
泉
保
養
交
流
施
設
経
営
支

援
金
4
0
3
3
万
8
0
0
0
円
に
つ
い

て
、支
援
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
際
に
貸
し

Q

付
け
な
ど
の
考
え
は
出
な
か
っ
た
の
か
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
原
因
と

し
て
生
じ
た
指
定
管
理
者
の
損
失
に
対

し
て
措
置
す
る
も
の
で
あ
り
、当
該
損
失
は
自

主
努
力
に
よ
り
避
け
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
判
断
し
、支
援
金
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

県
央
基
幹
病
院
開
院
に
向
け
た
看
護
師

へ
の
経
済
支
援
等
に
つ
い
て
、看
護
師
に

限
定
せ
ず
医
師
確
保
も
取
り
組
む
べ
き
で
は
。

医
師
確
保
は
設
置
者
で
あ
る
県
が
取
り

組
ん
で
い
る
。
県
と
協
議
を
し
て
看
護

師
は
市
が
後
押
し
を
す
る
。

Q

三
条
産
果
物
を
使
っ
た
ス
イ
ー
ツ
販

売
や
下
田
米
の
イ
タ
リ
ア
で
の
新
規

取
引
獲
得
な
ど
が
述
べ
ら
れ
た
。
基
幹
産

業
で
あ
る
農
業
が
こ
れ
で
い
い
の
か
。

農
業
環
境
は
厳
し
く
農
業
収
入
を
増
や

す
こ
と
が
肝
要
だ
。
高
い
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
を
持
っ
て
い
る
果
樹
分
野
の
取
り
組
み

や
、
中
山
間
地
域
農
業
の
持
続
性
確
保
に
向

け
た
取
り
組
み
を
重
点
的
に
進
め
る
た
め
必

要
な
事
業
費
を
計
上
し
た
。

査
し
た
情
報
を
分
析
し
専
門
家
と
協
力
し
、

将
来
的
な
事
業
承
継
に
つ
な
げ
て
い
く
。

Q

事
業
承
継
に
関
す
る
課
題
の
把
握
を

目
的
と
し
た
実
態
調
査
を
ど
の
よ
う

に
行
う
の
か
。

抱
え
る
課
題
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
ど
の

よ
う
な
ニ
ー
ズ
を
持
っ
て
い
る
の
か
調

Q

果
物
の
ブ
ラ
ン
ド
力
の
向
上
の
た
め
の

取
り
組
み
で
、
首
都
圏
の
パ
テ
ィ
シ
エ

に
よ
る
三
条
市
の
果
物
を
使
っ
た
ス
イ
ー
ツ

の
販
売
等
を
通
じ
た
情
報
発
信
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
計
画
で
あ
る
の
か
。

首
都
圏
で
活
躍
さ
れ
る
三
条
市
出
身
の

パ
テ
ィ
シ
エ
の
方
か
ら
三
条
産
果
物
を

使
用
し
た
創
作
ス
イ
ー
ツ
の
販
売
や
、
店
舗

の
S
N
S
か
ら
の
情
報
発
信
、
パ
テ
ィ
シ

エ
の
方
々
を
三
条
市
の
樹
園
地
に
招
く
ツ

ア
ー
等
を
計
画
し
、
産
地
と
し
て
の
魅
力
の

発
信
に
つ
な
が
る
取
り
組
み
を
行
う
。

国
道
2
8
9
号
八
十
里
越
の
完
成
が
目

前
で
あ
る
。道
路
工
事
の
進
捗
状
況
と

今
後
の
整
備
計
画
は
ど
う
か
。

令
和
4
年
3
月
末
時
点
の
事
業
進
捗
率

は
約
87
%
で
あ
り
、現
在
は
ト
ン
ネ
ル
11

か
所
の
全
て
と
橋
梁
10
か
所
の
う
ち
9
か
所

が
概
成
し
て
い
る
。

国
道
2
8
9
号
八
十
里
越
区
間
の
観
光
利

用
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
る
の
か
。

最
大
の
魅
力
で
あ
る
秘
境
の
景
観
を
楽

し
め
る
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
を
検
討
。工
事

用
道
路
等
を
活
用
し
た
橋
脚
体
験
等
は
他
地

域
に
は
な
い
Ｐ
Ｒ
で
き
る
特
色
と
し
て
国
・
県

と
具
体
的
な
検
討
を
進
め
て
い
く
。

QQQ

令
和
5
年
度
三
条
市

一
般
会
計
補
正
予
算

議
第

29
号

令
和
4
年
度
三
条
市

一
般
会
計
補
正
予
算

議
第

8
号

確
保
も
一
定
の
め
ど
が
立
っ
た
と
表
明
し

た
。
規
模
と
財
源
は
ど
う
か
。

予
算
規
模
は
約
4
億
8
0
0
0
万
円
。

財
源
は
国
県
の
交
付
金
等
を
除
く
一
般

財
源
は
約
1
億
7
0
0
0
万
円
。
ふ
る
さ

と
三
条
応
援
寄
附
金
等
に
よ
る
財
政
調
整
基

金
を
活
用
。

議
第
18
号
　
三
条
市
議
会
議
員
の
議

員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第
19
号
　
三
条
市
特
別
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

　

市
民
感
覚
と
し
て
物
価
高
騰
の
中
で
あ
り

値
上
げ
は
反
対
。

こ
の
議
案
は
、除
雪
業
務
費
2
億
円

を
計
上
し
た
も
の
。昨
年
3
月
の
補

正
予
算
で
も
除
排
雪
の
補
正
予
算
が
出
さ

れ
金
額
は
1
億
円
だ
っ
た
。資
料
で
1
月
末

ま
で
の
除
雪
出
動
日
数
が
三
条
地
区
、栄

地
区
、下
田
地
区
合
わ
せ
て
46
日
。昨
年
も

同
じ
46
日
間
だ
っ
た
。積
雪
量
も
確
認
で

き
る
範
囲
で
、昨
年
と
今
回
は
ほ
ぼ
同
じ
。

デ
ー
タ
で
は
ほ
ぼ
同
じ
降
雪
量
な
の
に
、

金
額
で
1
億
円
の
開
き
が
あ
る
の
は
ど
う

い
う
理
由
か
。

1
月
末
ま
で
の
除
雪
経
費
の
実
績
に
2
月

か
ら
3
月
の
除
雪
経
費
を
想
定
し
、
不

足
す
る
額
を
計
上
し
た
も
の
。
出
動
日
数
の
合

計
は
同
数
だ
が
、
除
雪
延
長
が
長
い
三
条
地
区

は
3
日
、
栄
地
区
4
日
な
ど
前
年
よ
り
多
か
っ

た
。
ま
た
累
計
積
雪
量
で
は
昨
年
よ
り
多
く
、

除
雪
経
費
で
約
1
億
3
0
0
0
万
円
多
く

な
っ
た
な
ど
の
要
因
に
よ
り
、
補
正
額
を
2
億

円
と
し
た
。

Q

三
条
市
災
害
時
要
援
護
者

名
簿
情
報
の
提
供
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第

15
号

5
月
8
日
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
は
2
類
か
ら
5
類
へ
と
変
更
と

な
り
、3
月
13
日
よ
り
マ
ス
ク
の
着
用
も
個

人
判
断
と
な
る
。今
後
の
市
役
所
に
お
け
る

対
応
を
伺
う
。

マ
ス
ク
の
着
用
に
関
し
て
は
、市
役
所
の

職
員
お
よ
び
来
庁
者
、イ
ベ
ン
ト
等
に
お

け
る
対
応
に
つ
い
て
は
、3
月
13
日
以
降
一
律

に
ル
ー
ル
と
し
て
求
め
る
の
で
は
な
く
、個
人

の
主
体
的
な
選
択
を
尊
重
し
、着
用
は
個
人

の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
を
基
本
に
、3
つ
の
密

の
回
避
や
手
洗
い
等
の
手
指
衛
生
、換
気
等

の
基
本
的
な
感
染
対
策
に
つ
い
て
は
、引
き
続

き
国
の
方
針
に
従
い
対
応
す
る
。

Q

平
成
20
年
度
か
ら
逆
手
上
げ
方
式
で

災
害
時
要
援
護
者
名
簿
を
作
成
し
て

き
た
。
今
回
個
別
の
条
例
制
定
と
な
っ
た

Q

45


